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■他⇨その他　■問⇨問い合わせ　■HP⇨ホームページ　■Ｅ⇨Ｅメール　■Ｆ⇨ファクス

選挙管理委員の就任
　選挙管理委員の欠員に伴い、４月13日付けで次の方が選挙管理委員に就
任しました。（敬称略）
◎小林市之
■問選挙管理委員会事務局☎042－481－7381

調布駅前広場における
Wi-Fiサービス実施中
　パソコンやスマートフォンなどの無線
LAN対応端末があれば、どなたでも無料で
インターネットが利用できます。初回利用
時にはＥメールアドレスまたはSNSアカウ
ントでの認証が必要です（大規模災害発生
時を除く）。
SSID／Chofu_City_Free_Wi-Fi
■問産業振興課☎042－481－7183 Chofu

FREE
Wi-Fi

Chofu Free Wi-Fi

SSID:Chofu_City_Free_Wi-Fi

総合水防訓練
　台風や集中豪雨による出水期を前に、水防体制の充実強化と水防活動技
術の向上を図るための訓練を実施します。
■日５月16日㈯午前９時30分～11時
※雨天決行、荒天中止（当日６時
30分までに市■HP参照）
■所多摩川７－19先多摩川左岸河川
敷（京王相模原線鉄橋下流）
■内大型台風の接近に伴う多摩川の
越水危険、市内での道路冠水、家
屋への浸水などの被害発生を想定
して、市・消防署・消防団と関係
機関が連携した実践的な訓練
■問総合防災安全課☎042－481－7346

戸籍振り仮名の届出は
５月25日㈪までに
　本籍地の市区町村から届いた通知に記載の氏名の振り仮名が誤っている
場合は、５月25日㈪までに届出が必要です。なお、マイナポータルからオ
ンライン届出を行う場合は、５月25日㈪午後５時までとなります。
　届出がない場合は、通知に記載の振り仮名が戸籍に記載されます。
■他詳細は市■HP参照
■問市民課☎042－481－7937

� 市HP

住民税非課税世帯等エアコン購入助成金
　自宅に稼働するエアコンがない世帯などに対して助成を行います。
■対申請時点で市内に住民登録があり、世帯全員が令和７年度住民税非課税
の世帯（均等割のみの課税世帯も含む）
■内１世帯当たり助成上限額10万円
◎申し込みの流れ
　①コールセンターへ訪問調査日を予約（訪問調査予約期限は８月７日㈮）
　②調査員が申請者宅を訪問しエアコン未設置等を確認 
　③助成金交付申請書を市に送付
　④内容を審査の上、市から決定通知書を交付
　⑤決定通知書を持参し電気店などでエアコンを購入
　⑥ 市に請求し指定した口座に助成費を支払い（電気店などに

よる代理請求・受領も可）、東京ゼロエミポイントとの併
用可

■他詳細は市■HP参照
■問調布市住民税非課税世帯等エアコン購入費助成金コールセン
ター 0120－321－700※５月11日㈪開設 （生活福祉課）

市HP

令和９年二十歳のつどい実行委員募集
■日７月～令和９年１月の平日月１回程度　
■時午後６時30分～８時30分（予定）　
■所教育会館　
■対18～25歳程度　
■定10人程度
締め切り／６月19日㈮
※応募者多数の場合、早めに締め切る場合あり
■申専用フォームから申し込み
■他謝礼１回1000円。当日は運営補助ではなく参加者としての参加も可

■日令和９年１月11日㈷
　午後２時～３時（予定）　
■所グリーンホール大ホール　
■対平成18年４月２日～平成
19年４月１日生まれの方　
■他11月に市内在住の対象者に
案内状を発送予定。市外在住
の方は事前申請により参加可　
■問社会教育課☎042－481－7488

令和９年調布市
二十歳のつどい

専用
フォーム

調布中和太鼓部

オンブズマンの委嘱
　オンブズマンは、市の業務に関する苦情などを受けて調査を行い、必要
に応じて市に対し、是正などの措置を講ずる勧告や制度の改善に関する提
言を行います。この度、４月１日付けで次の方を委嘱しました（敬称略）。
◎丸山裕司（弁護士・再任）
◎清水俊哉（一級建築士・新任）
◎喜夛希美（弁護士・新任）
任期／令和11年３月31日まで

●オンブズマン相談室
相談日／第１～４水曜日
　　　　（祝日を除く）
■時午後１時～５時　
■対市の業務などに対し利害関係がある全ての方
申立ての方法／苦情申立ての手続きの前に、苦情内容を正確に確認するた
めの事前相談（面談）を行います。相談カード・苦情申立書（市民相談課
で配布、または市■HPから印刷可）を持参または郵送
取り扱いができない事案／市議会に関する事項、苦情の原因となった事実
のあった日から１年を経過したもの、裁判や審査請求などにより係争中ま
たは確定した事項など
■申月～金曜日（祝日を除く午前８時30分～午後５時）
■問オンブズマン相談室（市民相談課）☎042－481－7418

左から丸山氏、長友市長、清水氏、喜夛氏
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